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津市訓令第４号 

津市水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第３号 

津市選挙管理委員会告示第３８号 

津市農業委員会告示第２号 

津市監査委員告示第４号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年６月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

                津市水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 矢 修 介   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２及び別表第３中「教育委員会事務局学校教育課」を「教育委員会事

務局教育総務課」に改める。 

 別表第４及び別表第５を次のように改める。  



別表第４（第１５条関係） 

箇所 

環境事業課 津北工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市西部クリーンセンター 津南工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市クリーンセンターおおたか 片田浄水場 

津市白銀環境清掃センター 津市一志学校給食センター 

津市安芸・津衛生センター  



別表第５（第１７条関係） 

                箇所 

津市アストプラザ 一志総合支所 

津リージョンプラザ 津市とことめの里一志 

各保育所 白山総合支所 

スポーツ文化振興部 美杉総合支所 

津駅前北部土地区画整理事務所 津市レークサイド君ケ野 

津北工事事務所 三重短期大学 

津南工事事務所 議会事務局 

河芸総合支所 各小学校 

芸濃総合支所 各中学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 



津市告示第１３７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年６月２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 １０７４ 太田曽根２号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市安濃町清水字北浦 1291 番地先か

ら 

津市安濃町清水字小権田 1274 番 1 地

先まで 

旧 6.1～6.1 92.5 

津市安濃町清水字北浦 1291 番地先か

ら 

津市安濃町清水字小権田 1274 番 1 地

先まで 

新 6.1～19.4 92.5 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市安濃町清水字小権田 1195 番地先

から 

津市安濃町清水字高田符 1193 番地先

まで 

旧 6.1～6.2 93.0 

津市安濃町清水字小権田 1195 番地先

から 

津市安濃町清水字高田符 1193 番地先

まで 

新 6.1～19.3 93.0 



区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市安濃町清水字高田符 1092 番地先

から 

津市安濃町清水字松本 1088 番地先ま

で 

旧 6.6～6.6 86.7 

津市安濃町清水字高田符 1092 番地先

から 

津市安濃町清水字松本 1088 番地先ま

で 

新 6.6～20.7 86.7 



津市告示第１３８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年６月２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

１０７４ 太田曽根２号線 

津市安濃町清水字北浦

1291 番地先から 平成２６年 

津市安濃町清水字小権田

1274 番 1 地先まで 

６月２日 

１０７４ 太田曽根２号線 

津市安濃町清水字小権田

1195 番地先から 平成２６年 

津市安濃町清水字高田符

1193 番地先まで 

６月２日 

１０７４ 太田曽根２号線 

津市安濃町清水字高田符

1092 番地先から 平成２６年 

津市安濃町清水字松本

1088 番地先まで 

６月２日 



津市告示第１３９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第１５８号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２６年６月２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  井生区 

  三重県津市一志町井生１３３６番地 

  代表者 小 田 久 和 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
齋 藤 征 利 

三重県津市一志町井生２３４５番地 

変更後 
小 田 久 和 

三重県津市一志町井生１３３６番地 

３ 変更年月日 

  平成２６年４月１３日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の代表者が、平成２６年４月１３日の定期総会において新

任されたため 



津市告示第１４０号 

平成２５年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）に係る共済金の支払額を決定

したので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第１１５条の

規定により、畑作物共済加入者ごとに共済金の支払額、畑作物共済減収量、共

済金の支払期日及び共済金の支払方法を別紙のとおり公表する。 

平成２６年６月２日 

津市長 前 葉 泰 幸   



　　別紙

農家
番号

地区名 共済金支払額(円) 減収量(kg) 支払期日 支払方法

1 古河 56,133 189

2 櫛形 60,885 205

3 櫛形 390,852 1,316

4 櫛形 337,095 1,135

5 芸濃町椋本 1,326,699 4,467

6 芸濃町椋本 730,620 2,460

7 芸濃町明 732,699 2,467

8 芸濃町安西 1,832,490 6,170

9 芸濃町安西 1,380,753 4,649

10 美里町辰水 718,443 2,419

11 美里町辰水 467,181 1,573

12 安濃町草生 245,619 827

13 安濃町草生 2,853,873 9,609

14 安濃町草生 76,032 256

15 安濃町村主 1,168,398 3,934

16 安濃町安濃 14,553 49

17 安濃町安濃 430,650 1,450

18 一志町波瀬 497,475 1,675

19 一志町波瀬 76,032 256

20 一志町波瀬 55,242 186

21 一志町波瀬 240,867 811

22 一志町波瀬 5,346 18

23 一志町川合 1,807,542 6,086

24 一志町川合 1,561,923 5,259

25 一志町川合 2,188,593 7,369

26 一志町高岡 3,489,750 11,750

27 一志町高岡 10,596,069 35,677

28 白山町川口 320,463 1,079

29 白山町川口 6,632,901 22,333

30 白山町大三 1,925,154 6,482

合計 30人 42,220,332 142,156

平成２５年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）　加入者ごと共済金支払額等一覧

口座
振込

平成26年6月2日



津市告示第１４１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２６年６月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月１６日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月１６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月１９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月１９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月２０日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ５月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月２３日 

柳山津興地内 １ 平成２６年 ５月２３日 

博多町地内 １ 平成２６年 ５月２３日 

久居駅前第１公共自転車等駐車場 ８１ 平成２６年 ５月２６日 

久居駅前第２公共自転車等駐車場 ５２ 平成２６年 ５月２６日 

垂水地内 １ 平成２６年 ５月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ５月２７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月２８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ５月２８日 

戸木町地内 １ 平成２６年 ５月３０日 

久居新町地内 ２ 平成２６年 ５月３０日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１４２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年６月９日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２３５８３７ 平成２６年３月２４日 平成２６年５月１１日



津市告示第１４３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２６年６月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸    

１ 名称 

  白塚新町北東自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は､以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより､良好な地

域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

３ 区域 

  本会の区域は､津市白塚町１２２０番地の２から１８９３番地までの区域

とする。 

４ 主たる事務所 

本会の主たる事務所は､会長宅に置く。（津市白塚町１８５６番地） 

５ 代表者の氏名及び住所 

内藤 正信 

三重県津市白塚町１８５６番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

無 

なし 

７ 代理人の有無 

なし 

８ 規約に定める解散の理由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号

の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得

なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２６年６月１０日 



津市告示第１４４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２６年６月１２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ６０７６ 岩田橋阿漕浦線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市船頭町津興 1695 番 17 地先から 

津市船頭町津興 1695 番 23 地先まで 
旧 12～12 35.0 

津市船頭町津興 1695 番 17 地先から 

津市船頭町津興 1695 番 23 地先まで 
新 12～12.5 35.0 



津市告示第１４５号 

 下記の者の平成２６年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２６年６月１３日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○

○ 
○○ ○○ 

松阪市末広町一丁目 221 番地の 1 株式会社 宮本重機 



○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

志摩市志摩町和具 784 番地の 1 丸貞工業 株式会社 



○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○ 
○○○ ○○○○ ○ ○

○○ 

大阪府大阪市鶴見区放出東二丁目 8-1 セイコー機械 株式会社 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

津市一志町波瀬 2133 番地 キプロ工業 株式会社 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ 
○○○○ ○○○○ ○○

○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○  

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

津市白山町南出 734 番地 有限会社 Ｓ・Ｋ・Ｏ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 
○○ ○○ 



津市告示第１４６号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年６月１３日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０３６３７０５ 平成２５年１０月１日 平成２６年５月２７日

１１０８８９９ 平成２５年１０月１日 平成２６年５月２１日

９２１２５６３ 平成２５年１０月１日 平成２６年５月２２日

９２１６５８２ 平成２６年１月１６日 平成２６年５月２６日

９２３３０９４ 平成２５年１０月１日 平成２６年５月２９日













































































津市公告第８３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年６月３日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年５月２９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市野田字高栗２６０７番１の一部、２６０８番の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社サークルＫサンクス 

  代表取締役社長 竹内 修一 



津市公告第８４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年６月３日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年５月３０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字念佛田４４１６番１、４４１６番６ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市東玉垣町１４０５番地

株式会社Ｔ’Ｓ ＰＬＡＮ 

  代表取締役 伊藤 良一 



津市公告第８５号

 中山間地域等直接支払交付金実施要領（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ

第３８号農林水産省構造改善局長通知）第１２、中山間地域等直接支払交付金

実施要領の運用（平成１２年４月１日付け１２構改Ｂ第７４号農林水産省構造

改善局長通知）第１６の１及び中山間地域等直接支払津市基本方針（平成２２

年津市農第３８０号）３の の規定により、平成２５年度における中山間地域

等直接支払の実施状況について公告します。

  平成２６年６月５日

            津市長 前 葉 泰 幸  







津市公告第８６号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

  平成２６年６月９日 

                     津市長 前 葉 泰 幸    

１ 入札に付する事項 

 件  名 ４５ｍ級はしご付消防自動車のオーバーホール 

 規  格 消防車両の型式：MLFL6-45R（詳細は仕様書参照）  

 数  量 １台 

 納入期限 平成２６年１２月１２日 

 納入場所 津市久居消防署（津市久居明神町２２７６番地） 

２ 入札参加者に必要な資格 

  本件の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とします。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 本公告日において、平成２６年度津市競争入札参加資格者名簿（物品・

業務委託）に、「特殊車両（消防車）」又は「特殊車両（修理（分解・整

備））」を希望業種として登載されていること。 

 本公告から入札までの期間において、本市から指名停止等を受けていな

いこと。 

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始を

申し立てた者若しくは決定を受けた者又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づく再生手続開始を申し立てた者若しくは決定を受けた者

でないこと。 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

いこと。 

 過去１０年間（平成１６年度以降）において、対象車両と同等以上のは

しご付消防自動車のオーバーホールを完了した実績を有すること。 

３ 入札参加者心得、契約条項、仕様書その他入札に必要な事項を示す期間及

び場所 



 期 間  平成２６年６月９日から同月２７日まで(土日祝日を除く) 

 時 間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 場 所  津市消防本部消防総務課 

４ 質疑等の受付 

 提出期限 平成２６年６月１８日 正午まで 

 方  法 質疑等は、公告において示す参加資格要件を有する者に限っ 

て指定の質問書により持参若しくはＦＡＸで受け付けます。電 

話、口頭、電子メール等によるものや、提出期限を過ぎて提出 

されたものは受け付けません。 

        なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限必着とし、必ず電 

話により着信の確認を行ってください。 

 提出場所 津市消防本部消防総務課 

 入札参加者は、入札後において、仕様書等（仕様書、関係書類、図面、

現場がある場合はそれらを含む。）についての不明を理由として異議を申し

立てることができないため、質問がある場合は、上記のとおり期限までに質

問書を提出してください。 

５ 質疑等に対する回答 

  質疑等に対する回答は、平成２６年６月２３日から同月２６日まで(土日

祝日を除く)の期間に、回答書を津市消防本部消防総務課で配付します。 

  回答に当たっては、質疑等を行った者の名称等は公表しません。また、意 

 見の表明と解されるものについては、回答しない場合があります。 

  なお、回答に対する再度の質問は認めませんので、質問書には質問内容を 

 明確に記載し提出してください。 

６ 入札参加資格の確認及び実績確認 

 本件の条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書及

び契約履行証明書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければなりませ

ん。 

  ア 提出期限  平成２６年６月２７日 午後５時１５分まで 

  イ 提出場所  津市消防本部消防総務課 

  ウ 提出方法  持参によるものとし、郵送によるものは受け付けません。 

 提出書類 

  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 

  イ 契約履行証明書 

 入札参加資格の審査結果については、参加申し込みのあった者全員に文



書により通知します。 

７ 入札及び開札の日時 

  平成２６年７月４日 午後３時００分から 

８ 入札及び開札の場所 

  津市消防本部会議室（２階） 

９ 入札保証金 

  免除 

10 入札の無効 

  規則第１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

11 契約保証金 

  契約金額の１００分の１０以上。 

ただし、規則第２８条第１項各号のいずれかに該当する場合は免除としま

す。 

12 その他の注意事項 

 指定の入札書により、仕様書に基づき入札金額等を記載の上、封書し、

件名、入札者の商号（名称）を記入し、入札を行ってください。 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税対象事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載してください。 

なお、落札は、予定価格の範囲内で最低価格入札者とします。 

 再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してください。 

 最低価格入札者が２者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定しま 

す。 

 落札者は、契約締結までに落札金額の根拠となった積算内訳書を提出し 

てください。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とします。 

 天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないときは、 

入札を延期又は中止することがあります。 

 その他、入札参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留意 

の上、入札を行ってください。 



 【問い合わせ先】 

              津市消防本部 消防総務課企画調整担当 

              電話番号 ０５９－２５４－０３５３ 

              ＦＡＸ  ０５９－２５６－７７５５ 



津市公告第８７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条

第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次のとおり当該都

市計画の案を縦覧に供します。 

 なお、当該都市計画の案について、同法第２１条第２項において準用する同

法第１７条第２項の規定により、縦覧期間満了の日までに津市に意見書を提出

することができます。 

  平成２６年６月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

津都市計画用途地域 

  津都市計画下水道 

   流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

津都市計画地区計画 

 城山一丁目地区地区計画 

 垂水地区地区計画 

 長岡・河辺町東地区地区計画 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市政策課 

４ 縦覧期間 

  自 平成２６年６月１０日 

  至 平成２６年６月２４日 



津市公告第８８号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２６年６月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第８９号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集します。 

  平成２６年６月１０日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

１ 採用職 

教授、准教授または講師 

２ 専門分野 

経済原論 

３ 担当科目 

次の①及び②の２科目 

①経済原論 

②経済政策、日本経済論、経済学史から１科目 

４ 採用人員 

１名 

５ 応募資格 

大学院修士課程（博士課程前期）修了（平成２７年３月修了見込みも含む。）

又はそれと同等以上の研究上の業績を有すること。 

６ 採用時期 

平成２７年４月１日（予定） 

７ 給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 

平成２６年９月３０日（火）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日 

平成２６年１２月１３日（土）（面接者には１１月２０日(木)又は１１月２

１日（金）に電話又はメールで連絡します。交通費は支給しません。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記してください。） 

 最終学歴を証明する書類（学位記の写し可） 

 教育研究業績書 

研究業績のうち主要なもの３点に○印をしてください。 



教育研究業績書は指定の様式を使用してください。なお、本学ホームペ

ージ（http://www.tsu-cc.ac.jp）よりダウンロード可能です。 

 主要業績３点の現物又はその写し（３点のみ同封すること。） 

 研究業績３点についての概要（各 800 字程度） 

 研究指導者等の推薦状（任意） 

11 選考方法 

本学教授会において審議のうえ決定します。 

12 その他 

採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

三重短期大学学長宛 

（封筒の表に、「経済原論教員応募書類在中」と朱書きしてください。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学 大学総務課総務担当 

電 話 ０５９－２３２－２３４１（代） 

ＦＡＸ ０５９－２３２－９６４７ 

Ｅ-ｍａｉｌ 232-2341@city.tsu.lg.jp

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌとします。) 



津市水道局公告第５号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年６月９日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 





















津市訓令第４号 

津市水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第３号 

津市選挙管理委員会告示第３８号 

津市農業委員会告示第２号 

津市監査委員告示第４号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年６月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

                津市水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 矢 修 介   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２及び別表第３中「教育委員会事務局学校教育課」を「教育委員会事

務局教育総務課」に改める。 

 別表第４及び別表第５を次のように改める。  



別表第４（第１５条関係） 

箇所 

環境事業課 津北工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市西部クリーンセンター 津南工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市クリーンセンターおおたか 片田浄水場 

津市白銀環境清掃センター 津市一志学校給食センター 

津市安芸・津衛生センター  



別表第５（第１７条関係） 

                箇所 

津市アストプラザ 一志総合支所 

津リージョンプラザ 津市とことめの里一志 

各保育所 白山総合支所 

スポーツ文化振興部 美杉総合支所 

津駅前北部土地区画整理事務所 津市レークサイド君ケ野 

津北工事事務所 三重短期大学 

津南工事事務所 議会事務局 

河芸総合支所 各小学校 

芸濃総合支所 各中学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 



津市訓令第４号 

津市水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第３号 

津市選挙管理委員会告示第３８号 

津市農業委員会告示第２号 

津市監査委員告示第４号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年６月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

                津市水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 矢 修 介   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２及び別表第３中「教育委員会事務局学校教育課」を「教育委員会事

務局教育総務課」に改める。 

 別表第４及び別表第５を次のように改める。  



別表第４（第１５条関係） 

箇所 

環境事業課 津北工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市西部クリーンセンター 津南工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市クリーンセンターおおたか 片田浄水場 

津市白銀環境清掃センター 津市一志学校給食センター 

津市安芸・津衛生センター  



別表第５（第１７条関係） 

                箇所 

津市アストプラザ 一志総合支所 

津リージョンプラザ 津市とことめの里一志 

各保育所 白山総合支所 

スポーツ文化振興部 美杉総合支所 

津駅前北部土地区画整理事務所 津市レークサイド君ケ野 

津北工事事務所 三重短期大学 

津南工事事務所 議会事務局 

河芸総合支所 各小学校 

芸濃総合支所 各中学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 



津市訓令第４号 

津市水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第３号 

津市選挙管理委員会告示第３８号 

津市農業委員会告示第２号 

津市監査委員告示第４号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年６月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

                津市水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 矢 修 介   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２及び別表第３中「教育委員会事務局学校教育課」を「教育委員会事

務局教育総務課」に改める。 

 別表第４及び別表第５を次のように改める。  



別表第４（第１５条関係） 

箇所 

環境事業課 津北工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市西部クリーンセンター 津南工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市クリーンセンターおおたか 片田浄水場 

津市白銀環境清掃センター 津市一志学校給食センター 

津市安芸・津衛生センター  



別表第５（第１７条関係） 

                箇所 

津市アストプラザ 一志総合支所 

津リージョンプラザ 津市とことめの里一志 

各保育所 白山総合支所 

スポーツ文化振興部 美杉総合支所 

津駅前北部土地区画整理事務所 津市レークサイド君ケ野 

津北工事事務所 三重短期大学 

津南工事事務所 議会事務局 

河芸総合支所 各小学校 

芸濃総合支所 各中学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第３６号 

 津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙公報発行に関する規程の一部

を改正する告示を次のように定める。 

  平成２６年６月２日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

   津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙公報発行に関する規程の

一部を改正する告示 

 津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙公報発行に関する規程（平成

１８年津市選挙管理委員会告示第７号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程 

第２号様式中 

「          「 

        」          」 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

６㎝

1.5 ㎝  

7.5 ㎝ に改める。を



津市選挙管理委員会告示第３７号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２６年津市選挙管理委員会告示第２７号は、廃止する。

  平成２６年６月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４,５６４人 

２  ６分の１の数     ３８,０３３人 

３  ３分の１の数     ７６,０６６人



津市訓令第４号 

津市水道事業管理規程第２号 

津市教育委員会訓令第３号 

津市選挙管理委員会告示第３８号 

津市農業委員会告示第２号 

津市監査委員告示第４号 

津市議会規程第１号 

                              庁中一般  

                              出先機関  

 津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２６年６月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

                津市水道事業管理者 佐 治 輝 明   

               津市教育委員会教育長 石 川 博 之   

             津市選挙管理委員会委員長 坂 口 賢 次   

                津市農業委員会会長 守 山 孝 之   

                 津市代表監査委員 高 松 和 也   

                   津市議会議長 田 矢 修 介   



   津市職員安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

 津市職員安全衛生管理規程（平成１９年津市訓令第８号、平成１９年津市水

道事業管理規程第５号、平成１９年津市教育委員会訓令第１号、平成１９年津

市選挙管理委員会告示第１２８号、平成１９年津市農業委員会告示第１号、平

成１９年津市監査委員告示第９号、平成１９年津市議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

別表第２及び別表第３中「教育委員会事務局学校教育課」を「教育委員会事

務局教育総務課」に改める。 

 別表第４及び別表第５を次のように改める。  



別表第４（第１５条関係） 

箇所 

環境事業課 津北工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市西部クリーンセンター 津南工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市クリーンセンターおおたか 片田浄水場 

津市白銀環境清掃センター 津市一志学校給食センター 

津市安芸・津衛生センター  



別表第５（第１７条関係） 

                箇所 

津市アストプラザ 一志総合支所 

津リージョンプラザ 津市とことめの里一志 

各保育所 白山総合支所 

スポーツ文化振興部 美杉総合支所 

津駅前北部土地区画整理事務所 津市レークサイド君ケ野 

津北工事事務所 三重短期大学 

津南工事事務所 議会事務局 

河芸総合支所 各小学校 

芸濃総合支所 各中学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 



津市監査委員告示第３号

 市長が監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措

置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項

の規定に基づく通知があったので、その要旨を次のとおり公表する。

  平成２６年６月２日 

                  津市監査委員 高 松 和 也 

                                  津市監査委員 駒 田 修 一 

                                  津市監査委員 安 藤 友 昭 

津市監査委員 伊 藤 康 雄 

１ 平成２０年３月６日付け津市監査委員告示第４号公表分 

白山総合支所 

   地域振興課（白山総合支所総務課（当時）） 

監査の結果

（措置が講じ

られた部分に

限る。以下同

じ。）

公有財産（普通財産）の管理については、白山町二本木地内

等に未利用地を所有していることから、行財政改革の一環とし

て、処分も含めた適切な利活用について検討されたい。

措置の内容 平成２５年１０月に白山町二本木地内の未利用地を一般競

争入札により売却し、公有財産（普通財産）の適切な利活用に

努めた。

２ 平成２１年３月９日付け津市監査委員告示第１号公表分 

芸濃総合支所 

   地域振興課（芸濃総合支所産業環境課（当時））

監査の結果 公園の使用許可等について、平成１９年度ごみ一時集積所設

置事業補助金の交付に当たり、本市が芸濃町地内に設置する公

園（都市公園法に基づく都市公園以外の公園）の駐車場内にお

いて、コンクリートで敷地と固定した、ごみ一時集積所設置に

係る「用地権利者の承諾許可書」を産業建設課長（当時）名で

発行していたが、当該公園は公の施設であることから、課長名



 による許可は適当ではなく、関係法令の定めるところにより、

所要の是正措置を講じられたい。

措置の内容 行政財産の使用許可について、市長名で許可するように改め

た。

３ 平成２０年１２月４日付け津市監査委員告示第１１号公表分 

建設部 

   市営住宅課

監査の結果 敷金の管理について、市営住宅の敷金は、入居者から入居時

における３か月分の家賃に相当する金額を徴収し、これを会計

管理室において歳計外現金として預金管理するとともに、入居

者ごとの敷金額を把握するため、敷金台帳及び公営住宅管理シ

ステム（以下「敷金台帳等」という。）にて記録管理している

が、当該預金額と敷金台帳等の敷金総額は一致しないことか

ら、早急にその原因を調査の上、所要の措置を講じられたい。

措置の内容 敷金の不一致による余剰敷金については、家賃及び修繕費へ

の充当の際に、歳計外現金から一般会計への出入金処理を行う

こととされていることから、平成２５年度の本市の一般会計の

歳入に繰り入れた。

４ 平成２４年３月２日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）芸濃総合支所 

   地域振興課 

監査の結果 落合の郷のバーベキュー施設の使用料について、津市落合の

郷の設置及び管理に関する条例第７条（別表）は、使用者は、

１箇所につき炭等の原価相当額の使用料を納付しなければな

らないと定めているところ、地域振興課は、同表中別に定める

屋外工房の使用料に準じ、使用者１人１回につき３００円の使

用料を徴収していたが、このことは、使用料等に関する事項に

ついて、条例でこれを定めなければならないことを規定した地

方自治法第２２８条第１項前段の趣旨に照らし、適正を欠くも



 のであることから、同条例の定めるところにより使用料を徴収

するとともに、バーベキュー施設の使用料を炭等の原価相当額

と定めることの妥当性を検討の上、その結果を踏まえ、所要の

改善に取り組まれたい。

措置の内容 平成２６年第１回市議会定例会において、津市落合の郷の設

置及び管理に関する条例について、バーベキュー施設の使用料

を見直す旨の改正を行った。

（２）指定管理者監査 

   リバーパーク真見管理組合（所管部局：白山総合支所地域振興課） 

（ア）指定管理者に係る賠償責任について 

監査の結果 リバーパーク真見条例施行規則第１４条が「使用者等がリバ

ーパーク内において受けたいかなる損害についても、指定管理

者は、その責めを負わない」と定めることについて、一般的に

指定管理者の管理行為により使用者等に損害を与え、市が国家

賠償法上の損害賠償責任を負うときは、指定管理者の責任に応

じて求償することがあり得るほか、指定管理者が民法上の損害

賠償責任を負うことがあり得るのであり、同条の規定は適正を

欠くものと解することから、所要の是正措置を講じられたい。

措置の内容 津市リバーパーク真見の設置及び管理に関する条例施行規

則を改正し、第１４条の損害の帰属に係る規定を削除した。

（イ）施設の使用手続について 

監査の結果 滞在型施設の使用手続について、リバーパーク真見条例及び

リバーパーク真見条例施行規則上は、使用許可の手続によらな

ければならないところ、管理組合は、合併前の白山町の例によ

り、休憩施設付農園使用契約書に「リバーパーク真見」市民農

園管理運営細則を添付の上、使用者と契約を締結しており、こ

のような手続は、リバーパーク真見条例及びリバーパーク真見

条例施行規則に定める手続とは異なるものであることから、所

要の是正措置を講じられたい。 

なお、滞在型施設の使用の実態によっては、契約手続による

ことが望ましい場合も考えられるため、その使用の実態及び指

定管理者の主体性を考慮の上、必要に応じて、契約手続の導入

を検討されたい。



措置の内容 津市リバーパーク真見の設置及び管理に関する条例及び津

市リバーパーク真見の設置及び管理に関する条例施行規則に

定める使用許可の手続に改めた。

（ウ）滞在型施設の浄化槽管理費の在り方について 

監査の結果 リバーパーク真見条例別表第１の備考４は、滞在型施設を長

期に使用する場合の利用料金には、浄化槽管理費等を含まない

ものとすると定め、リバーパーク真見条例施行規則第９条第２

項は、浄化槽管理費の実費の合計額を指定管理者が交付する納

入通知書により納入しなければならないと定めているが、管理

組合はこれを徴収していない。管理組合の関係者は、その理由

について、長期使用者から共益費を徴収しているためと説明し

ているが、共益費については、管理組合が徴収した利用料金を

経理上、農園使用料と共益費に分けて処理しているものであっ

て、リバーパーク真見条例及びリバーパーク真見条例施行規則

上の定めと矛盾することになる。 

そこで、浄化槽管理費の在り方について、指定管理業務に係

る収支の状況、現行の利用料金額の算定方法、指定管理者の主

体性等を考慮の上、検討し、その結果を踏まえ、所要の改善に

取り組まれたい。 

措置の内容 リバーパーク真見における滞在型施設について、利用料金の

額を定める際に、浄化槽管理費を含めた額で承認を得ていた

が、当該額から浄化槽管理費を除いた利用料金のみの額に改め

た。また、浄化槽管理費については、津市リバーパーク真見条

例施行規則の規定に基づき適正に徴収、処理を行うよう改め

た。

５ 平成２５年３月１日付け津市監査委員告示第１号公表分 

健康福祉部 

   地域医療推進室（保健センター（中央保健センターほか９センター）（当

時）） 

監査の結果 救急相談ダイヤル業務委託について、その主な内容は、医

師・看護師等が２４時間対応で電話相談を受け付け、必要に応



 じて応急手当の方法など適切な助言を行い、市民の救急医療に

対する不安を緩和し、救急車の適正利用を促すことで、重症者

の救命率の向上を図るとともに、健康相談等市民が気軽に相談

でき、専門的な助言が行える窓口とすることである。 

しかし、救急車の出動件数及び軽症者の搬送件数は年々増加

傾向にあるため、救急車の適正利用に関して効果が上げられる

よう、当該業務の内容や在り方について検討されたい。 

措置の内容 広報津における政策広報の掲載や、幼稚園、小学校及び中学

校へのチラシの配布など機会を捉えて啓発を行い、市民に向け

て当該業務の利用促進を図った結果、救急搬送件数に占める軽

症患者の割合が減少傾向となり、搬送先照会件数にも改善が見

られた。

６ 平成２５年１２月２日付け津市監査委員告示第７号公表分 

指定管理者監査 

   美杉林業研修会施設管理運営協議会(所管部局：美杉総合支所地域振興

課） 

監査の結果 美杉林業研修集会施設管理運営協議会（以下「協議会」とい

う。）は、指定管理に係る基本協定書の仕様書の定めるところ

により、市所有の物品について、毎年度終了後、その現在高を

本市に報告する必要があるが、これがなされていなかったこと

から、所管部局にあっては、協議会に対し、報告の徹底を指導

されたい。

措置の内容 指定管理者に対して、文書での報告の徹底を指導し、市所有

の物品現在高について報告がなされた。 

７ 平成２６年３月３日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）市民部 

  ア 男女共同参画室 

監査の結果 男性カウンセラーによる男性のための相談事業について、平

成２１年６月から開始し、平成２４年度までは、偶数月の第３



 水曜日１８時から２０時に、平成２５年度は、１１月から毎月

第３金曜日の１８時から２０時に、臨床心理士をカウンセラー

として、相談者１人５０分程度の相談を委託により実施してい

るが、その実績は年間２件から７件である。当該委託料は、カ

ウンセラーの拘束時間に応じて支払われており、より効果が得

られるよう実施方法を見直すなど、当該事業の在り方を検討さ

れたい。

措置の内容 相談事業の内容について、相談対象者を限定することなく、

誰でも相談ができるように見直した。

  イ 地域調整室 

監査の結果 長谷山市民館に係る行政財産の使用許可について、当該使用

許可書には使用財産に附帯する諸設備に必要な電気等の経費

については使用者の負担とする旨が定められているものの、使

用者から電気使用料の経費の徴収を行っていないことから、当

該経費について現状と使用許可書との整合性を図られたい。

措置の内容 使用許可書における使用者負担の条項を削除し、現状と使用

許可書との整合性を図った。

（２）健康福祉部 

   子育て推進課（こども家庭課（当時）） 

監査の結果 観音寺保育園に係る行政財産の使用許可について、当該使用

許可書には使用財産に附帯する諸設備に必要な電気等の経費

については使用者の負担とする旨が定められているものの、使

用者から電気使用料等の経費の徴収を行っていないことから、

当該経費について現状と使用許可書との整合性を図られたい。

措置の内容 観音寺保育園の行政財産の使用許可について、使用時の電

気・ガス・水道の料金が積算できるように、別のメーター等を

設置する設備の改修を行った。これに伴い平成２６年４月以降

の使用については、使用許可書の内容に沿って電気使用料等の

経費を徴収することとした。

（３）建設部 

   建設政策課 

監査の結果 法定外公共物の占用許可書について、行政処分と考えられる

ものの、指令形式ではないことから、指令形式により許可書を



 交付されたい。 

また、当該占用許可に係る教示について、当該占用許可書に

は条件が付されているものの、不服申立て及び処分の取消しの

訴えに係る教示をしていないことから、行政不服審査法及び行

政事件訴訟法の定めるところにより、これを教示されたい。 

措置の内容 法定外公共物の占用許可書について、許可書の様式を指令形

式に修正するとともに、不服申立て及び処分の取消しの訴えに

係る教示を行った。

（４）美里総合支所 

   市民福祉課 

監査の結果 美里社会福祉センター使用料減免申請書について、減免申請

の理由を記載する欄がないことから、理由が記載されないまま

申請され、減免を認めているが、使用料を減免するかどうかは、

理由に基づいて判断されるものであることから、減免申請書に

減免申請の理由を記載する欄を設け、当該記載理由に基づいて

減免の可否を判断されたい。

措置の内容 平成２６年４月１日より、減免申請書の理由を記載する欄を

設け、当該記載理由に基づいて減免の可否を判断することとし

た。
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 別表第４及び別表第５を次のように改める。  



別表第４（第１５条関係） 

箇所 

環境事業課 津北工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市西部クリーンセンター 津南工事事務所（津市相川建設作業

事務所に限る。） 

津市クリーンセンターおおたか 片田浄水場 

津市白銀環境清掃センター 津市一志学校給食センター 

津市安芸・津衛生センター  



別表第５（第１７条関係） 

                箇所 

津市アストプラザ 一志総合支所 

津リージョンプラザ 津市とことめの里一志 

各保育所 白山総合支所 

スポーツ文化振興部 美杉総合支所 

津駅前北部土地区画整理事務所 津市レークサイド君ケ野 

津北工事事務所 三重短期大学 

津南工事事務所 議会事務局 

河芸総合支所 各小学校 

芸濃総合支所 各中学校 

津市錫杖湖水荘 各幼稚園 

美里総合支所 津市中央公民館 

安濃総合支所 津市津図書館 

香良洲総合支所 農業委員会事務局 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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